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会計担当 石橋郁子 

 決算書は に記入してください。文化連協のホームページからもダウンロードできま

す。要望いただければ元の Excel, pdf を提供します。https://kokubunji-bunkarenkyo.net 

 決算書の市費充当は、なるべく公的機関または企業等が発行した領収書分を充てることが望ま

しい（私的な領収書は避ける方が望ましい）。費目は に重点を

置くことが望ましい。 

 項目（費目）欄の①～⑦に該当する項目に支出するものとし、やむを得ずそれ以外の出費が生じ

る場合は、⑧雑費とする。雑費は市費充当の対象にはできない。 

 項目（費目）ごとの市費充当額は、それぞれの項目で支出金額を超えないこと。領収書は費目ご

との合計金額がその費目の市費充当額を下回らないこと。 

 年度にまたがって使用できる備品の購入は補助対象にならない。 

 令和 8 年度事業報告・決算書は 会計担当者

に提出すること。市費充当を証明するための領収書以外は添付しないこと。 

 2 月、3 月開催の行事に関しては別途会計担当者と連絡し調整すること。 

 損害保険料が生じる場合は、文化連協は負担しないので、各団体が負担することとなる。（市費

充当の対象になる） 

 決算書には各団体の代表者および会計担当者の押印をして、 し

てください。スキャンしたものをメール添付ファイルでお送りいただいても結構です。

basi195iku@gmail.com 

 

 領収書の宛名は （様） と書いてもらうよう依頼すること（宛名

を修正したものは不可、団体名等が記載されている場合は、抹消することなく上記の宛名を追

加する）。レシートの場合も品名がわかること、上記の宛名が記載されていること。 

 領収書の品名欄には、お品代等内容が明確でないものは不可。 のこと。 

 領収書には があること。 

 提出いただく領収書はコピーでも可。 

 領収書の日付は令和８年 4 月１日から令和 9 年 3 月 31 日までのものであること。さらに、費用

の支出は、当該行事開催のための支出であるから、正当な理由なく開催日から前後にずれるこ

とは好ましくない。また、支出が年度にまたがることは許容されない。 

 

会計担当者連絡先  石橋郁子  〒192-0152 八王子市美山町 1752-4 

                 電話 090-8314-5445、 メールアドレス basi195iku@gmail.com 


